
   

高齢高齢高齢高齢のみなさんがのみなさんがのみなさんがのみなさんが、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで    

安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしていけるようらしていけるようらしていけるようらしていけるよう、、、、介護介護介護介護・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療などなどなどなど、、、、    

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな面面面面からからからから支支支支えるためのえるためのえるためのえるための、、、、市市市市のののの機関機関機関機関ですですですです。。。。    

    

社会福祉士・ケアマネージャー・保健師などの 

～専門職が連携して対応します！～ 
                                                                                       

                                                                                                    

                                                       

                                                                                       

                                                        

                                                       

                                                                                       

                                                     

                                                                                       

                                                                                                    

                                                       

                                                                                       

                                                                                                    

                                                       

                       

相談相談相談相談はははは無料無料無料無料ですですですです。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    

相談時間相談時間相談時間相談時間（（（（月月月月））））～～～～（（（（金金金金））））8888：：：：30303030    ～～～～    17171717：：：：00000000    

京田辺市京田辺市京田辺市京田辺市    地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター     

〒〒〒〒610610610610----0311031103110311 草内五草内五草内五草内五ノノノノ坪坪坪坪 6666    老人福祉老人福祉老人福祉老人福祉センターセンターセンターセンター常磐苑常磐苑常磐苑常磐苑    内内内内    

TELTELTELTEL：：：：0774-68-1310  

FAX：0774-68-1360    e-mail：kourei@kyotanabe.jp                                                

○高齢者の介護に関することはもちろん、

介護以外の生活支援など、あらゆる相談

への対応。 

○状況に応じて、行政機関、保健所、医療

機関など、必要なサービスにつなげる。 

○要介護状態となることの予防 

⇒要支援と認定された方には、介護保険の  

「介護予防サービス」利用の手伝い。 

⇒支援が必要となるおそれの高い方、自立した

生活をしている方などには、市町村が行う

「介護予防事業」の案内と利用の手伝い。 

○高齢者などからの、権利擁護に関わる相談

等への対応。 

○成年後見制度の紹介。 制度をスムーズに

利用できるように情報を提供。 

○虐待の早期発見と、適切な対応のための、

地域関係者のネットワークづくり。 

○地域の関係機関やケアマネージャーな

どと連携し、高齢者を支援する。 

○高齢者を支援する様々な関係者の  

ネットワークづくり。 

○地域のケアマネージャーの後方支援。 

虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止などのなどのなどのなどの権利擁護事業権利擁護事業権利擁護事業権利擁護事業    総総総総    合合合合    相相相相    談談談談    

地地地地    域域域域    のののの    連連連連    携携携携    をををを    支支支支    援援援援    

介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント    


